
議案第61号 

 

令和２年度大磯町一般会計補正予算（第７号） 

 

 令和２年度大磯町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ153,111千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ14,259,018千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 213条第１項の規定により、翌年度に繰

り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

  令和２年11月30日提出 

 

大磯町長 中 﨑 久 雄       
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

13,00013,00006 法 人 事 業 税 交 付 金

13,00013,00001 法 人 事 業 税 交 付 金

856,350189,350667,00011 地 方 交 付 税

856,350189,350667,0001 地 方 交 付 税

4,794,993△11,8154,806,80815 国 庫 支 出 金

855,197500854,6971 国 庫 負 担 金

3,934,002△12,3153,946,3172 国 庫 補 助 金

699,40919,960679,44916 県 支 出 金

470,381250470,1311 県 負 担 金

163,59019,710143,8802 県 補 助 金

32,06928,0164,05318 寄 附 金

32,06928,0164,0531 寄 附 金

465,000△85,400550,40022 町 債

465,000△85,400550,4001 町 債

14,259,018153,11114,105,907歳 入 合 計
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歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

（単位：千円）

141,904590141,3141 議 会 費

141,904590141,314 1 議 会 費

5,449,869149,8435,300,0262 総 務 費

5,003,826161,6744,842,152 1 総 務 管 理 費

155,559△5,207160,766 2 徴 税 費

117,155763116,392 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

16,8592916,830 4 選 挙 費

15,542△4,40919,951 6 監 査 委 員 費

126,697△3,007129,704 7 地 域 協 働 費

3,553,591△34,4363,588,0273 民 生 費

2,100,543△13,0822,113,625 1 社 会 福 祉 費

1,452,948△21,3541,474,302 2 児 童 福 祉 費

1,072,05438,5191,033,5354 衛 生 費

327,44138,070289,371 1 保 健 衛 生 費

744,613449744,164 2 清 掃 費

93,574△1,68395,2576 農 林 水 産 業 費

90,001△1,68391,684 1 農 業 費

227,39711,444215,9537 商 工 費

227,39711,444215,953 1 商 工 費

1,381,3728,6901,372,6828 土 木 費

78,212△5,08283,294 1 土 木 管 理 費

309,5920309,592 2 道 路 橋 り ょ う 費

826,72015,303811,417 4 都 市 計 画 費

100,720△1,531102,251 6 港 湾 費

459,525△14,477474,0029 消 防 費

459,525△14,477474,002 1 消 防 費

1,148,703△5,3791,154,08210 教 育 費

348,983△4,830353,813 1 教 育 総 務 費

333,782△2,438336,220 2 小 学 校 費

132,383335132,048 3 中 学 校 費

135,0965,784129,312 4 幼 稚 園 費

192,2731,838190,435 5 社 会 教 育 費

6,186△6,06812,254 6 保 健 体 育 費
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款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

14,259,018153,11114,105,907歳 出 合 計



第２表　繰越明許費
（単位　千円）

第３表　債務負担行為補正
（追加） （単位　千円）

第４表　地方債補正
（変更） （単位　千円）

事　　業　　名

10 教育費 １ 教育総務費 事務局運営事務事業

金　　額

4,785

款 項

鴫立庵管理事業
（鴫立庵指定管理委託料）

令和２年度から令和７年度 43,500

運動公園維持管理事業
（大磯運動公園指定管理委託料）

令和２年度から令和７年度 110,270

事　　　項 期　　　間 限　度　額

福祉センター運営事業
（福祉センター指定管理委託料）

令和２年度から令和７年度 31,695

補正前 550,400
計

補正後 465,000

同　上 同　上 同　上

道路橋りょう整備事業
補正後 0

　年3.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金等について、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率）

　政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合にはそ
の債権者と協定す
るものによる。た
だし、町財政の都
合により据置期間
及び償還期間を短
縮し、又は繰上償
還若しくは低利に
借換えすることが
できる。

普通貸借

又　　は

証券発行

補正前 85,400

起　債　の　目　的 区　分 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法
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